
（令和６年６月14日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和６年６月14日（金）午後１時23分から午後２時15分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　　　　　　　
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏　
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）
５番　川口　智之
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
第１   議案第６号　農地法第３条第１項による許可について
第２　 報告第７号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　 報告第８号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　 報告第９号　租税特別措置法第 70条の６第１項による適格者証明について
第５　 報告第10号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第６　 報告第11号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加 　　　　　　　　　　　係長　津川　育大
職員　　　谷内　奈央                　　   職員　内村　朋弘
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時23分　開会　）
　 議長（南会長）   定刻前ですが、ただいまから６月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員１名が欠席でございます。委員17名のうち16名が出席し、
出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第６号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請が必要なものとは、農地を農地のまま使用する耕作目的であるもので、親族の方に贈与する身内内贈与の場合や、農業経営拡大を考えている方に売却や貸付をする場合です。
農地法第３条第１項による許可申請があった場合には、農業委員会が委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会で行っている農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
その許可要件の判断基準については主に３つございます。
まず、「全部効率利用要件」があります。これは、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取得後に、耕作することが見込まれるかどうか、また、現在所有されているあるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか、無断転用していないか等を確認し、今後その方が所有及び借り受けしている農地のすべてを耕作されるかどうかを判断するものでございます。

２つ目の「農作業常時従事要件」については、譲受人の年間耕作日数によって判断するものです。農林水産省の定めでは、原則、年間150日以上耕作する見込みが必要です。ただし、150日未満であっても農作業を行う必要があると認められる場合に限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
大阪府においては年間60日以上であれば、特段理由のない限り農作業に常時従事しているとみなしています。
そして、３つ目の「地域との調和要件」については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第６号　件番１朗読）
６月５日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲渡人に聴聞を行い、審議いたしました。
件番１について、場所は第二京阪道路の東側、たち川の北側でございます。
「全部効率利用要件」について、寝屋川市で所有されている他農地を確認したところ、農業用倉庫が建っている農地に一部資材が置かれていましたが撤去されていることを確認し、200㎡未満の倉庫であったため使用目的変更の届出をしていただきましたので、現状、遊休農地及び無断転用はございません。この倉庫については、後ほど報告案件でご説明申し上げます。
農機具はトラクター、コンバイン、乾燥機、田植機、籾摺り機を各１台所有されております。通作距離は約５㎞、車で約20分です。

次に、「農作業常時従事要件」について、贈与後の従事日数は、譲受人は年間100日、譲受人の妻は年間60日、譲渡人は年間200日従事されるということです。
「地域との調和要件」については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
それではご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明が終わりました。
この件は、６月５日の農地調整委員会で審議していますので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
　農地調整委員長　６月５日に農地調整委員会があり、事務局と一緒に現地調査を行いました。
まず、「全部効率利用要件」について、当該地は代かきを行って田植えを終えていました。
他農地も適正に耕作されていることを確認しています。

「農作業常時従事要件」については、事務局の説明のとおり、譲り渡し後についても、譲渡人も農作業に従事されるということを確認しています。
「地域との調和要件」については、水利組合に加入されるなど地域に協力されており、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められます。
以上のとおり、「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」の全てについて問題がないと判断いたしました。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。
　議長　　　　　　次に、「報告第７号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　農地法第４条についてご説明申し上げます。
農地法第４条は、土地の所有権はそのままで、農地を一戸建て住宅や共同住宅、駐車場や資材置場等に転用をするものです。
（報告第７号件番１朗読）
件番１につきまして、場所は国道１号線北側、府道13号京都守口線沿い北側、西側の守口市との市域界付近でございます。
本件は４月22日に受付を行い、４月30日に地区担当委員と現地確認をし、５月２日に会長専決により届出を受理いたしました。
転用後は乗用車15台とトラック７台を置く駐車場にされるということでございます。

雨水排水については、傾斜を付け土地の中心に集水し、合流式で排水する予定です。
　

（報告第７号件番２朗読）
件番２につきまして、場所は国道１号線沿いにあるラーメン店の東側でご　ざいます。
本件は４月24日に受付を行い、現地確認は令和５年10月30日に一部転用　　の際に地区担当委員にはご確認いただいておりますので、事務局のみで５月23日に現地確認をし、５月27日に会長専決により届出を受理いたしました。
一部トランクルーム設置部分を借りている業者から駐車スペースも借りた　いとの申し出があったということで、届出がありました。
雨水排水に関しては、雨水桝から合流式で排水する予定です。
現況は写真のとおりです。

（報告第７号件番３朗読）
件番３につきまして、件番２と同じ土地ですが、一部トランクルームを増　　設するということで届出がありました。
雨水排水については、水路へ放流する予定です。
現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１につきましては、地区担当委員から追加の説明があればお願いします。
　地区担当委員　　この件は隣の自動車会社が借りて、中古車置場にするということです。件番１の写真の左手にその自動車会社があります。
雨水排水については、傾斜を付け土地の中心に集水するようにし排水する予定であり、問題はないと思います。
　議長　　　　　　件番２及び件番３につきましては、地区担当委員から追加の説明があればお願いします。
　地区担当委員　　自宅付近の物件ですのでほとんど毎日確認しています。
以前に、農地全体の1,252㎡をトランクルームとして転用したいと届出をされました。しかし、開発許可が不要な1,000㎡を超える農地転用は雨水の貯留施設等を設置する義務があることから、トランクルームを設置する部分と通路のみで転用面積を変更するということで、一旦、取消願があったという経過がありました。
　議長　　　　　　トランクルームは工事中ですか。
　地区担当委員　　いいえ、まだ写真の状態です。
　委員　　　　　　一つお聞きしたいのですが、1,252㎡のうち露天駐車場部分が507.45㎡、トランクルーム部分が251.52㎡ですので、残余部分は約490㎡となります。この部分はどうなっているのですか？
　事務局　　　　　写真にもあるとおり、以前に農地転用され、露天駐車場とトランクルームへの進入部分になっています。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明と委員からご質問がありましたが、何か他にご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
次に「報告第８号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決
報告について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　農地法第５条についてご説明申し上げます。
農地法第５条は、農地を一戸建て住宅や共同住宅、駐車場や資材置場等に　　農地転用をする際に、所有権を移転する、あるいは所有権はそのままで他者へ貸付け、貸借権を設定するものです。　
それでは案件についてご説明申し上げます。
（報告第８号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は鞆呂岐神社の南側でございます。
本件は、４月24日に受付を行い、５月９日に地区担当委員と現地確認をし、５月16日に会長専決により、届出を受理いたしました。
譲受人に売却し、二階建ての一戸建住宅を３棟建設するために転用するということです。
雨水排水に関しては、雨水管へ放流するということですので、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　ただいま事務局からの説明がありました。
地区担当委員から追加の説明があればお願いします。
　地区担当委員　５月９日に事務局と一緒に現地確認をしました。
住宅が立ち並ぶ中の農地です。写真に見えるように水路があり、また、雨
水管に放流するということですので問題はないかと思われます。
　議長　　　　　　耕作状況はいかがですか。
　地区担当委員　　写真に見えるように草が生えた状態です。耕作していないので売却する予定と聞いています。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
次に「報告第９号　租税特別措置法第 70条の６第１項による適格者証明に　ついて」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明申し上げます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。
これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること、あるいは貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことによって、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。農地を相続された者が亡くなった時点で相続税が免除となります。
また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがされている市町村については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
（報告第９号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市立啓明小学校の北側でございます。
本件は、４月24日に証明願があり、４月30日に地区担当委員と現地確認をした際、一部資材があったため撤去してもらうよう伝えたところ、業者に依頼中であるとのことだったので、５月13日に撤去済みであることを事務局のみで確認しました。
その後５月16日に会長専決により証明書を発行いたしました。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　この件につきましては、地区担当委員から追加の説明があればお願いします。
　地区担当委員　　現地を確認し、耕作を続けておられることを確認しています。
事務局から説明があった資材の件については、被相続人が運びこんだ資材が置いてありました。
農業用のものではないと思われたので撤去をお願いしていたところ、撤去される予定で業者に依頼しているということでしたので、撤去後は事務局が現地を確認されています。同地の最後の写真の左手にあるのは農業用倉庫です。
　議長　　　　　　相続人は兼業農家ですか。
　委員　　　　　　専業であると思います。相続人とその夫の二人で農業を続けています。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員等からの説明がありましたが、何か他にご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
次に「報告第10号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に　ついて」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、ご説明申し上げます。
生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を　継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
（報告第10号  件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市立第八中学校や市立点野小学校を府道15号八尾茨木線で挟んだ南側でございます。
本件は、５月９日に証明願があり、５月19日に事務局のみで現地確認を行い、５月16日に会長専決により証明書を発行いたしました。
急性心筋梗塞後冠動脈ステント植え込み状態で農業に従事することは不可能であるという診断書が提出されております。
現況は写真のとおりです。

　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次の報告に移らせていただきます。
次に「報告第11号　使用目的変更承認願に係る専決報告について」事務局
から説明をお願いします。
　事務局　　　　　案件のご説明の前に、「使用目的変更承認願」についてご説明申し上げます。
農地は通常作付けをしますが、200㎡未満の面積で耕作に必要な農業用倉庫　を建てる場合、農地に30㎝以上盛土をし、高畑や高田と使用される場合には、農地法等による申請等はございませんが、本市独自で事前に届出いただいております。
（報告第11号件番１朗読）
　件番１につきまして、場所は第二京阪道路の東側、たち川の北側の寝屋川市水道局寝屋配水所の南側隣接地です。
本件は、先ほど議案でもご説明しました通り、３条申請にあたり所有農地を確認したところ、農業用倉庫が建っていることを確認し、一部資材が置かれていましたので、撤去してもらうようお伝えし、撤去を確認後の５月13日に受付をし、地区担当委員にも現地を確認していただき、５月16日に会長専決により承認いたしました。

　現況は画面のとおりです。
　以上でございます。
議長　　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
この件については、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
　地区担当委員　　場所は水道局の寝屋配水所のタンクと倉庫との間です。
道局寝屋配水所建築に伴う土地収用のため、これまで使用していた農業機械保管用倉庫も取り壊さなければならなかったため昭和57年頃に新築されたというものです。
そのため、使用目的変更願を提出しもらいました。
　委員　　　　　　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明の際にも資材の撤去を依頼されましたが、どのような資材だったのですか。
　事務局　　　　　農業用ではない鉄パイプなどが置かれていました。
　地区担当委員　　親戚が一時資材を置いていたようです。
　委員　　　　　　農業用とそうでないものとの線引きはどのようにしているのですか。

　農地調整委員長　線引きは難しいところがあります。シンクなど明らかに農業用でないものや、鉄パイプなど農業用にも使えるようなものは、聞き取り等から判断する必要があります。
議長　　　　　　ただいま、地区担当委員等の説明がありましたが、何か他にご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

議長　　　　　　ないようでしたら、以上をもちまして、６月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時15分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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寝屋川市農業委員会
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